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Ⅰ 法 人 税 に 係 る 外 国 税 額 の 控 除 に 関 す る 明 細 書 

当

期

の

連

結

控

除

限

度

額

の

計

算 

当 期 の 連 結 法 人 税 額 

（別表一の二 一( )｢4｣、別表一の二 二( )｢4｣

又は別表一の二 三( )｢4｣) 

1 

円

当

期

の

連

結

所

得

金

額 

連結所得金額又は連結欠損金額 

（別表四の二｢56の①｣） 
2  

連 結 欠 損 金 の 当 期 控 除 額 

（別表七の二｢3の計｣） 
3  

被合併法人等の最終の事業 

年度の欠損金の損金算入額 

（別表四の二｢7の①｣） 

4  

連結組合等損失額の損金不算入額 

（別表九(二)｢6｣） 
5  

連 結 組 合 等 損 失 超 過 

合 計 額 の 損 金 算 入 額 

（別表九(二)｢9｣） 

6  

計 

(2)＋(3)＋(4)－(5)＋(6) 

（マイナスの場合は０） 

7  

当
期
の
連
結
国
外
所
得
金
額 

連 結 国 外 所 得 の 金 額 

( )41  

（ マ イ ナ ス の 場 合 は ０ ） 

8  

(7) × 90％ 9  

連 結 国 外 所 得 金 額 

（(8)と(9)のうち少ない金額） 
10  

連 結 控 除 限 度 額 

((1)×
( )10  
(7)

と(1)のうち少ない金額) 
11  

当 期 に 控 除 で き る 金 額 

(各連結法人の別表六の二(二)付表｢13｣の合計) 
12  

Ⅱ 地 方 法 人 税 に 係 る 外 国 税 額 の 控 除 に 関 す る 明 細 書  

地
方
法
人
税
額
の
計
算 

課 税 標 準 法 人 税 額 

(1) 
42 

円

000 

地 方 法 人 税 額 

( )42 ×4.4％ 
43  

連結事業年度における外国税額の控除に
関する明細書 

連結事業

年 度 等

・  ・ 

・  ・ 
法人名  

区        分 
国外所得対応分 ①のうち非課税所得分

① ② 

当

期

の

連

結

国

外

所

得

の

金

額

の

計

算 

各連結法人の国外の当期利益 
又は当期欠損の額の合計額 
（各連結法人の別表六の二 二( )
付表｢15｣の合計） 

13 

円 円

加 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

算 

各連結法人が納付した個別控
除対象外国法人税額の合計額 
（各連結法人の別表六(二
の二)｢7｣の合計） 

14 

 

 

交際費等の損金不算入額 15   

各連結法人の貸倒引当金の戻入額の合計額 16   

 17   

 18   

 19   

 20   

 21   

 22   

 23   

 24   

 25   

小    計 26   

減 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

算 

各連結法人の貸倒引当金の繰入額の合計額 27   

 28   

 29   

 30   

 31   

 32   

 33   

 34   

 35   

 36   

 37   

小    計 38   

仮    計 

( )13 ＋( )26 －( )38  
39 

 

 

非課税国外所得の控除額 

((39の②)×
5

   

6
又は(39の②)) 

(マイナスの場合は０) 

40 

 

 

連 結 国 外 所 得 の 金 額 

( )39  － ( )40  
41 

 

 

地 方 法 人 税 控 除 限 度 額 

(( )43 ×
( )10
  
(7)

と( )43 のうち少ない金額) 
44 

円

外 国 税 額 の 控 除 額 

(各連結法人の別表六の二(二)付表｢51｣の合計) 
45  



 

 

別表六の二（二）の記載の仕方 

 
１ 法人税に係る外国税額の控除に関する明細書 

(1) この明細書は、連結法人が法第81条の15((((連結

事業年度における外国税額の控除))))又は措置法第

68条の91((((特定外国子会社等に係る外国税額の控

除))))若しくは措置法第68条の93の３((((特定外国法

人に係る外国税額の控除))))の規定の適用を受ける

場合に記載します。 

(2) 当期において法第81条の３第１項（法第64条の

４第１項から第３項まで((((公益法人等が普通法人

に移行する場合の所得の金額の計算))))の規定によ

り法第81条の３第１項に規定する個別益金額又は

個別損金額を計算する場合に限ります。）((((個別

益金額又は個別損金額の益金又は損金算入))))又は

措置法第68条の62の２第１項及び第５項((((対外船

舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入

金額の課税の特例))))の規定により益金の額又は損

金の額に算入される金額がある場合には、「連結

所得金額又は連結欠損金額２」は、これらの規定

を適用しないで計算した連結所得金額又は連結欠

損金額を記載します。 

(3) この明細書には、個別控除対象法人税額の計算

に関する明細を記載した書類その他規則第37条の

６第１項各号((((外国税額控除を受けるための書

類))))で定める書類又は租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律の施行に関する省令第10条第１項((((みなし外

国税額の控除の申告手続))))に定めるみなし外国税

額控除の適用を受けることができる旨を証する書

類を添付します。 

 この場合､その添付に当たっては､できるだけ次

の法人の区分に応じそれぞれ次によることとして

ください。 

イ 連結親法人…連結確定申告書に添付する当該

連結親法人の個別帰属額に関する書類に添付し

ます。 

ロ 連結子法人…当該連結子法人が所在地の税務

署長に提出する個別帰属額等の届出書に添付し

ます。 

 なお、連結確定申告書のこの明細書の下部余白

には、これらの書類を個別帰属額等の届出書に添

付した旨を記載してください。 

(4) 「当期の連結国外所得の金額の計算」の「①の

うち非課税所得分②」の各欄は、令第155条の28第

３項((((連結控除限度額の計算))))に規定する外国法

人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額

がある場合に記載します。 

(5) 

「非課税国外所得の控除額

((39の②)×５   
６又は(39の②))

（マイナスの場合は０）

40

」

は、連結親 

 法人事業年度（法第15条の２第１項((((連結事業年

度の意義))))に規定する連結親法人事業年度をいい

ます。以下同じ。）が平成26年４月１日前に開始

した連結事業年度にあっては「又は（39の②）」

を消し、連結親法人事業年度が同日以後に開始す

る各連結事業年度にあっては「（39の②）×５   
６又

は」を消します。 

２ 地方法人税に係る外国税額の控除に関する明細書 

(1) この明細書は、連結親法人又は連結子法人が地

方法人税法第12条第２項((((外国税額の控除))))の規

定の適用を受ける場合に記載します。 

(2) 
「課税標準法人税額

(1)
42

」
の記載に当たっては、 

 「(1)」の金額に1,000円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てます。 

 


